
〈初回支給（令和6年12月振込）の申請期限〉  

提 出 先
先 

 

児童手当の制度が変わります 
 
 

 

 

令和６年６月、児童手当に関する法律が改正され、令和6年12月振込（１０月）分から対象年齢や支給額が拡大します。 

新規対象となる方は、裏面の必要書類を確認の上、白石町役場保健福祉課福祉係に郵送で申請してください。 

 

■ 変更の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 変更後のイメージ 

例 現  在  変更

後 

19歳長男 

【大学生】 

カウントせず 
 

0円 

 

第1子 

 

0円 

16歳次男 

【高校生】 

 

第1子 

 

0円 

 

第2子 

 

10,000円 

13歳長女 

【中学生】 

 

第2子 

 

10,000円 

 

第3子 

 

30,000円 

支給月額 10,000円 40,000円 

 

 

 

 現  在  変更後 

0～2歳 15,000円 15,000円  

 

第3子以降

30,000円 

3歳～ 

小学生 

 

10,000円 
第3子以降

15,000円 

 

 

10,000円 

中学生 10,000円 

高校生 なし 

所得制限 あり なし 

 

支給対象を中学３年までから高校３年まで拡大 

〈申請猶予期間：令和6年10月分まで遡って支給開始〉 令和7年3月３1日（月）必着 



    手続きが必要な方（請求者：児童の父または母のうち、所得が高い方）         

 

はい いいえ 

   
はい いいえ 

 

  
 

 

はい いいえ 

はい いいえ 

 
 

  

 
 

 

はい いいえ 

   
 

※１ 平成１４年４月２日から平成１８年４月１日生まれの人で、 

学費、生活費を負担している場合などです。進学、就職等の 

状況にかかわらず、経済的負担があれば加算対象となります。 

  

        必要書類 様式・記載例・添付書類に関してはホームページをご確認ください               
 

ケースＡ 

■監護相当・生計費の負担についての確認書 

ケースＢ 

■児童手当認定請求書 

■振込口座がわかる書類・請求者の健康保険証写し 

【きょうだいが３人以上いる場合】監護相当・生計費の負担についての確認書 

ケースＣ 

■児童手当認定請求書 

■監護相当・生計費の負担についての確認書 

■振込口座がわかる書類・請求者の健康保険証写し 

【別居している児童のみ】別居監護申立書 

ケースＤ 

■児童手当認定請求書 

■振込口座がわかる書類・請求者の健康保険証写し 

 

ケースＥ  

■児童手当認定請求書 

■振込口座がわかる書類・請求者の健康保険証写し 

【別居している児童のみ】別居監護申立書 
 

同居・別居問わず、経済的負担がある大学

生年代（※1）の子を養育していますか？ 

ケースAへ 申請は不要です 

 

   

 

 

児童の父または母のうち、所得が高い方の職業が 

公務員の方は勤務先へ、白石町外に居住している方 

は、お住いの自治体へお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先・提出先】 

白石町役場 保健福祉課 福祉係（⑦番窓口）     

〒849-1192 白石町大字福田１247番地１ TEL:0952-84-7116（課直通） 

ケースAの方で、大学生年代の子 

全員の住所が白石町内の場合は確認

書のオンライン提出が可能です。 

下記QRコードをスマートフォンで

読み取って、電子申請してください。 
 

     
 

 公開期限：令和7年3月31日17時 

  

    

 

 

 

同居・別居問わず、経済的負担がある大学生年代（※1）の子を養育して

いて、H14.4.2 以降に生まれた子を合わせると3 人以上ですか？

 ると３人以上ですか？ 

制度に関しての詳しい説明・様式のダウンロードは 

白石町役場ホームページ（下記ＱＲコード）から 

https://www.town.shiroishi.lg.jp/ 

ホーム>住民の皆様へ>福祉>児童・福祉> 

児童手当制度改正について（令和6年10月以降） 

 

 

 

  


